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一般会計補正予算（第17号）の概要

１ 補正予算の考え方

新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策を実施するため、緊急に予算計上が必

要な事業について、補正予算を編成する。

２ 補正予算の概要

（単位：千円）

区 分 補 正 額 備 考

【一般会計】 13,588,977

１ 新型コロナウイルス感染症対策 13,588,977



（単位：千円）

（１）歳　　入

既決予算額 1,002,743,881

今回補正額 13,588,977

（内 　訳）

12,721,013

867,964

改 予 算 額 1,016,332,858

（２）歳　　出

既決予算額 1,002,743,881

今回補正額 13,588,977

（内 　訳）

13,588,977

998,756

12,590,221

改 予 算 額 1,016,332,858

そ の 他 の 経 費

物 件 費

補 助 費 等

歳　入　歳　出　総　括

国 庫 支 出 金

繰 入 金
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（単位：千円）

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 県　　　債
その他の
特定財源

一般財源

12,721,013 12,721,013

867,964 867,964

13,588,977 12,721,013 867,964

13,588,977 12,721,013 867,964

998,756 998,756

12,590,221 11,722,257 867,964

13,588,977 12,721,013 867,964

※「補正前見込額」は９月30日に可決された第16号補正後の額

　

歳 入 歳 出 財 源 内 訳

（歳　　　　　　出）

歳　 入　 合　 計

区　　　　　分 補　正　額

（歳　　　　　　入）

繰 入 金

国 庫 支 出 金

補 助 費 等

物 件 費

歳　 出　 合　 計

そ の 他 の 経 費

(単位：千円)

取崩
b

積立
c

補正第14号 790,802

補正第17号 867,964
7,396,042 5,737,276

【参考】令和３年度末 財政調整基金残高 見込額

補正前
見込額

a

補正による取崩・積立 補正後
見込額

d(a-b+c)
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【一般会計】

国　　庫 県　　債 特　　財 一　　財

企 画 部 39,992,749 393,530 393,530

保 健 医 療 部 103,742,176 12,131,397 11,263,433 867,964

商 工 労 働 部 222,598,448 27,000 27,000

文化観光スポーツ部 18,438,561 1,037,050 1,037,050

合　　　計 1,002,743,881 13,588,977 12,721,013 867,964

部　局　別　総　括

　　　（単位：千円）

部　局　名 既決予算額 補正額
左　の　財　源　内　訳

※一般会計補正予算（第17号）の計上がある部局のみ掲載

- 4 -



（単位：千円）

1
沖縄県公共交通安
全・安心確保支援事
業

393,530

　公共交通事業者の運行継続を支援するための経費

【予算】
　補正前：415,715千円　→　補正後：809,245千円

【内訳】
　報償費　393,530千円

【内容】
　県民の生活や活動を支える公共交通事業者の運行継続支援として、
支援金を給付するための補正
・対象業種　路線バス（22社・168,200千円）
　　　　　　法人タクシー（143社・242,325千円）
　　　　　　個人タクシー（50社・5,000千円）

企 画 部

2
新型コロナウイルス
感染症受入病床確保
事業

8,599,464

　新型コロナウイルス感染症患者等の受け入れのため、医療機関が空
床とした病床に対する支援に要する経費

【予算】
　補正前：15,000,000千円　→　補正後：23,599,464千円

【内訳】
　補助金　8,599,464千円

【内容】
　医療機関による病床確保を10月以降も継続して実施するための補正

保健医療部

3
新型コロナウイルス
感染症医療機関協力
金交付事業

1,305,466

　新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関に対する協力
金に要する経費

【予算】
　補正前：2,217,954千円　→　補正後：3,523,420千円

【内訳】
　報償費　1,305,466千円

【内容】
　医療機関に対する協力金を10月以降も継続して支給するための補正

保健医療部

4
新型コロナウイルス
感染症ＰＣＲ検査強
化事業

342,756

　エッセンシャルワーカー（介護、障害、保育施設）に対する定期的
なＰＣＲ検査、及び希望する県民が安価にＰＣＲ検査をするための検
査機関への支援に要する経費

【予算】
　補正前：3,201,142千円　→　補正後：3,543,898千円

【内訳】
　補助金　342,756千円

【内容】
　希望者ＰＣＲ検査を10月以降も継続して実施するための補正

保健医療部

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 17 号 ）  事 業

番
号

事業名 補正額 事　業　概　要　等 部局名
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（単位：千円）

5
新型コロナウイルス
感染症療養等臨時施
設運営事業

1,529,387

　新型コロナウイルス感染症患者のうち入院待機者に対し、入院先が
決まるまでの間、一時的に受け入れる入院待機施設の運営に要する経
費

【予算】
　補正前：0千円　→　補正後：1,529,387千円

【内訳】
　報償費　737,245千円、旅費　18,416千円、需用費　126,996千円、
　役務費　51,650千円、委託料　118,848千円、
　使用料及び賃借料　471,627千円、負担金　4,605千円

【内容】
　医療提供体制のひっ迫状況に応じ、入院待機施設を10月以降も設
置・運営するための補正

保健医療部

6
新型コロナウイルス
感染症自宅療養支援
事業

196,786

　新型コロナウイルス感染症患者のうち自宅療養者の支援に要する経
費

【予算】
　補正前：65,667千円　→　補正後：262,453千円

【内訳】
　報償費　31,852千円、需用費　37,400千円、役務費　6,696千円、
　使用料及び賃借料　41,558千円、委託料　79,280千円

【内容】
　自宅療養者に対する支援（看護師による電話相談・健康観察、パル
スオキシメーター及び酸素濃縮器の貸与、配食サービス等）につい
て、10月以降も継続して体制整備を図るための補正

保健医療部

7
新型コロナウイルス
感染症対策医療チー
ム等派遣事業

89,050

　クラスター等が発生した医療機関、高齢者施設等にＤＭＡＴ・ＤＰ
ＡＴ等の医療チームの派遣に要する経費

【予算】
　補正前：41,696千円　→　補正後：130,746千円

【内訳】
　報償費　6,203千円、旅費　1,482千円、役務費　32,209千円、
　負担金　49,156千円

【内容】
　クラスター等が発生した医療機関に対し、ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等を
派遣するために要する経費の補正

保健医療部

8
沖縄県感染防止対策
認証制度事業

68,488

　「安全・安心の店舗をつくる・まもる・ひろめる県民運動の実施」
として、飲食店等に対する感染防止対策認証制度に要する経費

【予算】
　補正前：337,396千円　→　補正後：405,884千円

【内訳】
　委託料　68,488千円

【内容】
　感染収束後の経済活動の基盤構築を図るため、認証店全店に対して
CO2センサーを配付するとともに、グルメ検索サイトと連携した認証店
のプロモーションを実施するための補正

保健医療部

番
号

事業名 補正額 事　業　概　要　等 部局名
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（単位：千円）

9
EC活用による県産品
等販売促進支援事業

27,000

　県内の生産者や製造メーカー等が抱える在庫の解消を図るととも
に、新たな商流構築等による販路拡大を促進するための経費

【予算】
　補正前：99,709千円　→　補正後：126,709千円

【内訳】
　委託料　5,000千円、補助金　22,000千円

【内容】
　県内事業者等の県外消費者向けＥコマースにかかる物流費に対する
支援を行うための補正

商工労働部

10
観光関連事業者等応
援プロジェクト

1,037,050

　観光事業者等への支援に要する経費

【予算】
　補正前：1,875,866千円　→　補正後：2,912,916千円

【内訳】
　報償費　1,016,500千円、委託料　20,550千円

【内容】
　緊急事態措置の延長に伴う外出自粛等の長期化により、経済的に大
きな影響を受けた観光関連事業者等の県内事業者に対し、支援金を追
加支給するための補正

＜対象事業者＞
　宿泊業、貸切バス、レンタカー、観光施設等の観光関連事業者をは
じめ、売上高が50％以上減少し国の月次支援金を受給した事業者

＜支援金＞
　個人：上限10万円
　法人：上限30万円

文 化 観 光
スポーツ部

番
号

事業名 補正額 事　業　概　要　等 部局名
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